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「保護林モニタリング調査マニュアル」（概要版） 

１．保護林モニタリング調査の目的 

国有林では、原生的な天然林や希少な動植物の生息・生育地等を対象に保護林を設定して

いるところである。 

近年、生物多様性の保全等森林に対する国民の期待や要請が多様化する中、保護林の設定

を推進することとあわせ、設定後の保護林の状況を的確に把握し、現状に応じた保全・管理

を推進することが重要になってきている。 

このため、設定後の保護林の状況を的確に把握し、保護林の設定目的に照らして保護林を

評価する観点から、保護林モニタリング調査を実施し、調査結果を蓄積することにより、

個々の保護林の現状に応じたきめ細やかな保全・管理の推進に資するものとする。 

２．保護林モニタリング調査の考え方 

（１）調査対象とする保護林 

保護林モニタリング調査は、地域管理経営計画等樹立作業の前年度にあたる計画区内に

位置する保護林を対象に、順次実施するものとする（5 年間で全国の保護林を一巡）。 

（２）保護林区分ごとの調査の考え方 

保護林モニタリング調査にあたっては、効率的な調査となるよう調査項目を選定するこ

ととする。具体的には、保護林の設定目的に照らして現況を評価する観点から、保護林区

分ごとに基準・指標を定め、それを把握する調査項目を重点的に選択することとする。 

調査項目を選択する考え方を表 1（p5）に示す。保護林の「保全・管理の基準・指標」

に基づいた評価を行うにあたり、必ず調査を実施する調査項目を「必須」、選択的に実施

する調査項目を「選択」とする。表 1 において、「必須」項目についてはゴシック体で標

記、「選択」項目については明朝体で標記する。「選択」項目については、過去の調査資

料等を基礎調査の中で把握した結果を踏まえ、必要に応じて実施することとする。 

調査の流れは図 1（p2）のとおりとする。 
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４．現地調査の実施 

現地調査については、森林調査、動物調査、利用動態調査の中から保護林の区分ごとに定

める「保全・管理の基準・指標」を把握するにあたって必要となる必須項目のほか、基礎調

査の中で明らかになった課題に関する選択項目を選定して実施する。 

（１）森林調査 

ア 調査内容 

森林調査に関係する調査項目及びその内容は次のとおりである。 

①毎木調査（直径・樹高測定）

毎木調査は、プロット調査を実施することとし樹木のサイズや生育状態を把握する。

②植生調査

プロット内における群落としての植物の種類構成を把握する。

③定点写真の撮影

林分構造の変化を把握するため、毎回同一場所で森林内を撮影・記録する。

④植物相調査

対象保護林全域に生育する植物種の出現状況を記録し、植物リストを作成。

イ 調査プロットの設定 

1 保護林あたり 2 箇所以上の調査プロットを設定する。 

設定場所は、地形や標高などを考慮し、代表的な森林状況を示す場所を選定する。ま

た、特定樹種や植物種の指定のある場合には、それらを含んだ場所を選定する。 

調査プロットは、原則円形プロットとするが、地形条件、小径木が密生するなど円形

プロットの設定が困難な場合は方形プロットの設定を行う。 

プロットの設定位置は、将来的な継続調査の実施も視野に入れ、その位置を GPS で計

測し、座標値を記録する。 

調査プロットの面積は 0.10ha とし、大円部、中円部、小円部に細分する。林地の傾斜

がない場合の調査プロットの半径又は水平辺長は表 3 のとおりである。傾斜がある場合

は、森林資源モニタリング調査実施マニュアルに沿って、半径や辺長を補正する。傾斜

28°～32°の場合の地表面のプロットのイメージを図 3（p12）に示す。 

表３ 調査プロットの半径、辺長（傾斜のない場合） 

円形プロット 方形プロット 
細 分 面 積 

半径 辺長 

小円部又は相当部 0.01ha 5.64ｍ 10.00ｍ
中円部又は相当部 0.03ha 11.28ｍ 20.00ｍ
大円部又は相当部 0.06ha 17.84ｍ 31.62ｍ

計 0.10ha － －
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図３ 調査プロットのイメージ図 

（２）動物調査 

  ア 調査対象種 

特定動物生息地保護林においては、保護対象である特定動物種の生息状況を調査する。 

それ以外の保護林においては、基礎調査結果等からアンブレラ種等指標種を選定でき

る場合、その種を調査対象種とする。しかし、事前の絞込みができない場合は、調査対

象種を限定せず、全般的な動物種を対象に生息状況調査を行う。 

  イ 動物種類別の調査内容 

①哺乳類調査

哺乳類は、小型哺乳類から中、大型哺乳類まで様々であることから、対象種に応じ

た調査方法を選択することとなるが、基本的には、直接的・非捕殺的方法である自動

撮影調査及び直接観察・痕跡調査を実施する。 

②鳥類調査

鳥類調査は、鳥の生息状況（種と数）を把握するため、ラインセンサス法及び定点

観察法を組み合わせて実施する。 
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③昆虫類調査

昆虫類の調査方法は、ライントランセクト調査法とするが、保護林には希少種も生

息することから、非捕獲的手法である直接観察法を用いることを基本とする。 

特定動物生息地保護林の対象種（昆虫）については、種ごとの生息環境の特殊性等

から、該当種の専門家、研究者の協力を得ながら当該昆虫の個体数や生息環境の変化

が把握できるような調査手法を個別に検討する。 

  ウ 調査プロットの設定 

地形や標高などを考慮し、保護林内の代表的な森林状況を示す場所を選び、1 保護林

あたり 2箇所以上の調査プロットを設定することを原則とする。なお、森林調査を行う

場合は、森林調査プロットの近辺に動物調査プロットを設定することが望ましい。 

（３）利用動態調査 

当該保護林において、人の活動が自然環境に及ぼす影響を把握するため、利用動態調査

を行う。 

利用動態調査については、特定地理等保護林において必須項目とし、森林生態系保護地

域、森林生物遺伝資源保存林、郷土の森で選択項目とする。 

ア 調査内容 

①利用者数の把握、②利用実態の調査、③定点写真撮影を実施する。

調査時期については、利用者が集中する適期（特定の時期）に調査を１回開始するが、

必要があれば、対照データを得るため、それ以外の時期にもさらに１回の調査を実施す

る。 

イ 調査プロットの設定 

調査プロットは、最寄りの駐車場から保護林へ至る主要な歩道、あるいは利用施設や

利用拠点からの入口など、利用者が集中する箇所に設定する。 

以上の現地調査手法について、現地調査項目別概要を表 4（p15）に示す。
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表４ 現地調査項目別概要表 

区分 調査項目 調査内容 必須となる現地調査の密度、規模、回数 

・森林調査 森林調査は以下の調査内容とする

・毎木調査：5cm以上の樹木について直径、樹高を計測 

・植生調査：プロット内に生育する植物種の組成把握

・定点写真の撮影：森林構造の把握

・植物相調査：保護林内に生育する植物種リストの作成

毎木調査、植生調査、定点写真の撮影

・0.10haのプロット2箇所以上設定 

・適期に1回 

植物相調査

・年に複数回

・動物調査 ○指標種が選定されていない場合

森林環境や多様性を指標とする哺乳類、鳥類、昆虫類の生息状況を調査

する

・哺乳類：自動撮影調査、直接観察と痕跡調査

・鳥類：ラインセンサス法、定点観察法

・昆虫類：直接観察法によるライントランセクト法

○指標種が選定されている場合

アンブレラ種等指標種について、マニュアルを参考にしつつ調査

哺乳類調査

・繁殖期等適期に年4回以上 

鳥類調査

・繁殖期、越冬期の2回（2日間ずつ）以上 

昆虫類調査

・成虫発生期に月2回以上 

1.森林生態系保護地域 

及び 

2.森林生物遺伝資源保存林 

・利用動態調査 人の活動が自然環境に及ぼす影響を把握するため、利用者数、利用実態

を調査し、定点写真を撮影

・利用者数調査：利用者数のカウント

・利用実態調査：行動観察と聞き取り

・定点写真の撮影：利用施設周辺の状況

利用者数調査、利用実態調査、定点写真の撮影

・調査箇所数：主要な入口、ルート1箇所以上 

・調査回数：利用ピーク時1回（必要に応じ閑散期1回） 

・森林調査 毎木調査以外：区分1及び2に準拠 

毎木調査：小円では対象樹種のみ1cm以上計測 

・区分1及び2に準拠 3.林木遺伝資源保存林 

4.植物群落保護林 ・森林調査 区分1及び2に準拠 ・区分1及び2に準拠 

・動物調査 特定種（保護対象動物種）の生息確認、生息状況調査 ・時期、回数等は区分1及び2に準拠 5.特定動物生息地保護林 

・森林調査 生息環境としての森林の状況を調査 ・区分1及び2に準拠 

6.特定地理等保護林 ・利用動態調査 ・利用者数、利用実態の調査

・定点写真の撮影：同一地点から写真撮影し、経年変化を把握

利用者数調査、利用実態調査

・区分1及び2に準拠 

定点写真の撮影

・定点写真の撮影箇所：保護対象の撮影に適した場所

・定点写真の撮影回数：1回以上 

・森林調査 植物相調査：保護林内に生育する植物種リストの作成 ・年に複数回

・動物調査 哺乳類、鳥類、昆虫類の生息状況調査 ・区分1及び2に準拠 

7.郷土の森 

・利用動態調査 利用者数、利用実態の調査、定点写真の撮影 ・区分1及び2に準拠 

注1) 調査項目のうち、ゴシック体は必須項目、明朝体は選択項目を表す。 
注2) 「選択」とされている項目を選んだ場合に必須となる細項目についてアンダーラインを付した。 
注3) 林生態系保護地域、森林生物遺伝資源保存林、郷土の森において、動物調査を選択した場合は、哺乳類調査と鳥類調査のいずれかを必須の細項目とする。 
注4) 森林調査、動物調査、利用動態調査について保護林区分ごとの調査項目欄に記載されていないものについても、必要に応じて調査項目を追加できる。 
注5) 林木遺伝資源保存林については、 (独)森林総合研究所林木育種センターにおいて一部DNA 分析を含むモニタリング調査の計画が作成されていることか

ら、調査内容について調整が必要である。

15
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（１）目的
河川水辺の国勢調査とは、河川を生物環境という
観点からとらえ、定期的、継続的、統一的に、基
礎情報を収集整備するための調査です。

（２）対象河川及びダム
主に全国１０９の一級水系の直轄区間の河川及び
直轄・水資源機構管理のダムを対象としています。

（３）生物調査について
調査対象の生物項目は魚介類、底生動物、植物、
鳥類、両生類・爬虫類・哺乳類、陸上昆虫類等の
６項目（ダム湖調査はプランクトンを含めた７項
目）です。５年で６項目（ダム湖調査は７項目）
を一巡しています。

（４）調査実績
平成２年度から調査を開始し、平成１７年度は３
巡目調査の最終年です。（平成２年度は試行。）

河川水辺の国勢調査とは（参考）

H2～H7 H8～H12 H13～H17 H18～

1巡目 2巡目 3巡目
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両生類・爬虫類・哺乳類調査 

○調査サイクル：

→10年１回

○年調査回数及び調査時期：

→早春～初夏に２回、秋に1回を含む3回以上。哺乳類のトラップ法は春～初夏に1回、秋

に1回の計2回以上  

○調査地区：

→河川環境縦断区分ごとの代表的な場所（1地区以上）

○調査範囲：

→横断方向は河川区域の範囲とし、縦断方向は概ね1km 程度を目安とする

○調査方法：

→（両生類・爬虫類）目撃法(鳴き声による確認を含む)、捕獲法を基本。必要に応じ、

カメ類を対象とし、カメトラップ等を設置するトラップ法等を併用

する。 

（哺乳類）目撃法、フィールドサイン法、無人撮影法及びネズミ類を対象としたシャ

ーマントラップ等や、トガリネズミ類を対象とした墜落缶等を設置するトラ

ップ法を基本。必要に応じ、モグラ類を対象としたモールトラップ等を設置

するトラップ法等を併用する。 

河川水辺の国勢調査（河川版）現地調査方法
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⑥ 両生類・爬虫類・哺乳類調査

・調査時期：早春から初夏に２回、秋に１回を含む計３回以上実施。なお、哺乳類のト

ラップ法は春から初夏に１回、秋に１回の計２回以上実施。 

・調査地区：主にダム湖（現地状況に応じて 0～3 地区以上）、ダム湖周辺（ダム湖周辺

500ｍの範囲内で 2～5地区以上）、流入河川（1流入河川につき 1地区）、下

流河川（1 地区以上）、地形改変箇所・環境創出箇所（代表的な箇所を対象

に 1地区）で実施。 

・調査方法：両生類・爬虫類については主に捕獲確認を行い、哺乳類については目撃、

フィールドサインの確認及びトラップ法による捕獲、無人撮影法を実施。 

（補足） 

・フィールドサイン法：調査地区内を歩きながら、足跡、糞、食痕、巣、爪痕、

抜毛等で種類を識別し、種名を記録する方法。 

表 調査地区の考え方(両生類・爬虫類・哺乳類) 

区分 調査地区 調査地区の設定場所 

流入部 

湖岸部 

・緩傾斜地や抽水植物・沈水植物等が生育している場所等、両生類の産卵場、カメ類の生
息場、哺乳類の水飲み場等利用されている可能性がある場所に 1地区設定する。必要に応
じて複数設定してもよい。 

ダム湖 

水位変動域 ・常時満水位以下で、水位変動により水没や干出を繰り返す区間に設定する。 
・現地調査時に陸上(干出時)となっている場合に調査対象とする。現地調査時に干出する
可能性がある場所があれば、あらかじめ想定して 1地区設定する。必要に応じて複数設定
してもよい。 

エコトーン※ ・水位変動域より上側で、林縁部までの移行区間に設定する。基本的に樹林内は対象外と
する。 
・水際から林縁部まで連続している場所等があれば、1地区設定する。必要に応じて複数
設定してもよい。 

樹林内 ・ダム湖周辺の代表的な植生(第 1位～第 3位群落等)内における両生類・爬虫類・哺乳類
の生息状況を把握するため、既往の調査地区数の範囲内で、それぞれ 1地区設定する。

ダム湖
周辺 

湖岸道路や沢
沿い 

・爬虫類、哺乳類が確認しやすい湖岸道路や両生類が確認しやすい沢等に設定する。 

流入河川 ・基本的にダム湖環境エリア区分を設定した 1流入河川につき、1地区設定する。 
・湛水の影響を受けず、流入河川を代表する場所に設定する。 

下流河川 ・ダム下流における無水区間・減水区間の有無や、支川の流入状況等を考慮し、ダム下流
河川における代表的な河川環境を、適切に把握できる場所に設定する。代表的な河川環境
が複数存在する場合には、必要に応じて複数設定してもよい。 

地形改変箇所 ・大規模な地形改変箇所における植生の回復等による両生類・爬虫類・哺乳類の生息状況
の変化を把握するため、代表的な地形改変箇所を対象に 1地区設定する。必要に応じて複
数設定してもよい。 

その他 

環境創出箇所 ・環境創出箇所における両生類・爬虫類・哺乳類の生息状況を把握するため、代表的な環
境創出箇所を対象に 1地区設定する。必要に応じて複数設定してもよい。 

※本来、様々な環境間における移行帯を示す言葉であるが、本調査では水辺から陸域への移行帯を対象と
する。 

河川水辺の国勢調査（ダム湖版） 現地調査方法 
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表 調査地区の大きさの目安(両生類・爬虫類・哺乳類) 

区分 調査地区 調査地区の目安 

流入部 

湖岸部 

ダム湖 

水位変動域 

エコトーン 

樹林内 

調査地区の規模は、数人で 1日 2調査地区程度(1地区 3～4時間)を調査できる範
囲を目安とする。 

ダム湖
周辺 

湖岸道路や沢沿い 両生類・爬虫類・哺乳類の観察に適した範囲とする。 
調査地区の規模は、数人で 1日 2調査地区程度(1地区 3～4時間)を調査できる範
囲を目安とする。 

流入河川 

下流河川 

調査地区の規模は、数人で 1日 2調査地区程度(1地区 3～4時間)を調査できる範
囲を目安とする。 

地形改変箇所 それぞれの地形改変箇所全域を 1地区とする。 その他 

環境創出箇所 それぞれの環境創出箇所全域を 1地区とする。 
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